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市からのお知らせ

  最近、ペット（犬・ネコ等）についての苦情
や相談が増えています。ペットを飼う場合は、
飼い主としての責任を自覚して、同じ地域で
暮らす皆さんの迷惑にならないようにルールを
守って飼いましょう。

散歩中のフンは持ち帰ってください

虐待や遺棄はせず、最後まで責任をもって
飼いましょう

放し飼いにしないでください

鑑札や迷子札を付けましょう

不妊・去勢手術をしましょう

愛犬が亡くなったら市へ連絡をお願いします

お知らせ

お知らせ お知らせ

お知らせ ペットを飼われている方へ
～ルールを守って住みよい社会に～

ごみの水切りにご協力を！

野外焼却は禁止されています！ 不用な携帯電話・使用済インク
カートリッジ回収ボックス設置

このページの問い合わせ先はこちら▶︎市民生活課生活環境係  ☎ 75-4972

軽くなり、
　持ち運びやすくなる！

生ゴミの匂いが少なくなり、
ハエも寄り付きにくくなる！

水切りのコツ !
生ゴミを濡らさない
三角コーナーを吸盤などを使って流しから
浮かす
ビニール袋ではなく水切りネットに入れる

　市では生ごみは燃やさず、灯油を焚いて乾
燥させ、成型して燃料 (RDF) に加工しています。
　しかし夏が近づくと、水分の多いごみが増え
て、乾燥のための灯油が多く必要になったり、
ごみが非常に重く、収集が大変になったりして
います。市民の皆様には、ごみの軽量・減量
化へのご協力をよろしくお願いします。 

農林業を営むためにやむを得ないもの
　（焼き畑、畔草や下枝の焼却等）
たき火その他日常生活を営む上で通常
行われる軽微なもの（落ち葉焚き等）など

例外

　ごみの野外焼却は廃棄物処理法に
より禁止されています。違反した場
合には罰則が科せられる場合があり
ます。

禁止されている野外焼却の例
　　ドラム缶を使用して焼却する
　　ブロック囲いで焼却する
　　地面に穴を掘って焼却する
　　法基準を満たしていない家庭用
　　小型焼却炉で焼却する

例外であっても、住宅地近くにおける焼却は
ご近所の迷惑（洗濯物に臭いが付く、窓が
開けられないなど ) になることがあります。
充分な配慮をお願いします。

　うきは市では、限りある資源やモノを大切に
使い、未来につなげていくため「持続可能な社
会をつくる」取り組みとして、不用になった携帯
電話（スマートフォン含む）や使用済インクカー
トリッジのリサイクルを進めています。
　現在、市役所１階玄関付近に回収ボックスを
設置していますので、市民の皆さまのご協力を
お願いいたします。


